
仏

像
の

造

像

比

例

法

錐

点

に
つ

山

本
吋

品
同

し ミ

て
P失
lセ怠

之

一 （三） 一



無量寺 不動明王坐像

一 （ 孟）



2 広隆寺 五醤文殊坐像

（孟） 一



3 広隆寺 五醤文殊坐像

－ （三） 一



4 稲置薬師堂 薬師如来坐像

一 （ 王） 一



仏像の造像比例法一一錐点について

七
（ニ） 付 （ロ） （イ） 件

十
例
で
あ在
る Z

は

じ

め

に

東
京
芸
術
大
学
如
来
坐
像

愛
知
無
量
寺
不
動
明
王
坐
像

京
都
広
隆
寺
五
誓
文
殊
坐
像

宮
城
稲
置
薬
師
堂
薬
師
如
来
坐
像

側
和
歌
山
道
成
寺
普
賢
菩
薩
立

像
（
釈
迦
三

尊
の
う
ち）

付
茨
城
菊
蓮
寺
千
手
観
音
立

像

的
山

形
本
山

慈
恩

寺
弥
勅五
尊
像
（
う
ち
四
体）

今
後
さ
ら
に

件
数
は

増
え
る
で
あ
ろ
う
が、
と
り
あ
え
ず
川i
MW
を
中

心
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る。
先
ず
各
像
の
概
要
を
報

告
し
よ
う。

一 （天） 一

き
わ
り

日
本
建
築
を
設
計
す
る
た
め
の
比
例
法
を
木
割
とい
う。
木
割
の
成
立

（
駐
1）

は
古
く、
遅
く
と
も
室
町

時
代
に
は

書
物
と
し
て
記
録
さ
れ
る
に

至っ
た。

高
村
光
雲
に
よ
れ
ば

彫刻
の
分
野
で
も
そ
の
よ
う
な
割
付
法
が
仏
師
聞
に

窃
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
とい
う。
し
か
し 、
建
築
と
違い 、
必
ず
し
も

寸
法
通
り
に
仕
上
げ
ら
れ
る
事
の
ない
彫刻
で、
そ
の
よ
う
な
割
付
法
の

存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
た
が、
前
号
で
は
未
完
成

像
に

記
さ
れ
た
痕
跡
に
よっ
て
光
雲
のい
う
「
仏
造
ル
割
（
本
稿
で
は
造
像
比

例
法
と
呼
ぶ）」
の
存
在
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
た。
で
は、
こ
の
造
像

比
例
法
はい
つ
頃
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は

容
易
で
は
ない
が、
そ
の
後
発
見
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
作
例
を
検
討
し
な

が
ら、
造
像
比
例
法
の
歴
史
を
少
し
ず
つ
遡っ
て
行
く
こ
と
に
す
る。

的
東
京
芸
術
大
学
如
来
坐
像

形
状
肉
醤 。
螺
髪
彫
出。
白
毒
（
欠） 。
肉
醤
朱
（欠） 。
玉
眼 。
耳
采

環
状 。
三
道彫
出。

顔
を
前
に
向
け、
柄
衣
を
つ
け
て 、
右
足
外
に
結

蜘

扶
坐
す
る。
両

手
は

屈
管
し 、
右
手
は

胸
前
に
構
え

（肘
先
欠） 、
左
手

は
膝
上
に
置
く

（
手
首
先
欠） 。

晶
質
構
造
桧
材 。
寄
木
造 。
内

割 。
素
地

仕
上 。
玉
眼
最
入。

構
造
は
頭

体
別
木
の
挿
し
首。
頭
部
は
前

後二
材
で
内

割
し 、
首
下
を

内
柱
状
に
削っ
て
首
柄
と
す
る 。
体
部
は体
幹
を
前

後二
材
矧
ぎ
と
し 、

そ
の

左
に

体
側
材
一
材 、
右
に
膝
奥
材
一
材
（
欠）
を
寄
せ
て
内

朝
の
う

え、
底
部
に底

板
（
欠）
を
最
め
る。
両
脚
部
は
横
木
一
材
で
内割
し 、

前
面
に
裳
先
材一
材
（
欠）
を
寄
せ
る。
右
手
は

肩 、
肘 、
左
手
は
前

牌

前
号
で
と
り
上
げ
た
延
命
寺
大
元
帥
明
王
頭
部

像
に
は
髪
際
と
唇
下
に

錐
に
よ
る
小
穴
（
以
下
錐
に
よ
る
指
標
点
と
い
う
意
味
で
錐
点
とい
う）

が
あ
り、
両
者
の
間
隔
が五
寸
で
あ
る
こ
と
か
ら
髪
際
i

唇
を
「
一
つ」

と
す
る
造
像
比
例
法
の
存
在
を
想
定
し
た
訳
で
あっ
た。
そ
の
後 、
あ
ら

た
め
て
諸
像
を
観
察
す
る
う
ち
に
顔
や

胸
な
ど
の
正
中
線
上
に、
あ
るい

は
左
右
対
称
の

位
置
に
錐
点
を
有
す
る
例
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に

なっ
た。
今
ま
で
の
と
こ
ろ、
そ
う
し
た
作
例
は
延
命
寺
像
の
ほ
か
次
の



半
ば
で
別
材
を
継
ぐ。

法
量
像
高

五
三
・
六
セン
チ

髪
際
高
四

五
・
九

膝
張

四
一
・
五

錐
点
唇
下

三
七
・
六

後
頭
中
央
四五
・
五

そ
の

他
両
脚
部

材
底
面
の
中
心
と
両

側
に
墨
線
（
各
九
・
一
セン
チ
間

隔）
が
つ
け
ら
れ
て
い
る。

年
代
像
内

背
部
の
内

劉
面に
数
行
の
墨
書
銘
が
あ
り、
享
保
九
年
（
一

七
二
四）
高
康
政
の
作
と
わ
か
る。

状
に
彫
り
残
す。
両
脚
部
は
横
木一
材
の
下
に
一

材
を
当
て 、
両

側
奥に

膝
奥
材
各
一

材
を
寄
せ
て
と
も
に
内

割
し 、
前
面
に
裳
先
材一
材
を
矧
ぐ。

両
手
は
肩、
肘
で
各
矧
ぎ
付
け。
そ
の

他、
体
部
の
側
面、
膝
奥
上
面、

肩
に
小

材
を
当
て、
弁
髪
を別
材
と
す
る。

法
量
像
高

＝
二
・
七
セ
ン
チ
髪
際i
顎

八
・
0
セ
ン
チ

髪
際
高
二
七
・
七

面
幅

七
・
三

膝
張

二
七
・
O

耳
張

八・
九

膝
奥

こ
0
・
二

面
奥

九
・
0

裳
先
奥
二
四
・
七

胸
幅

一
一
・
二

膝
高

五
・
七

後
頭
髪
際
一
二
・
0

錐
点
錐
点
は
す
べ
て
頭
体
の
正
中
線
上
に
あ
り、
髪
際下
以
外
の
も
の

は
す
べ
て
木
釘
を

埋
め
込
ん
で
塞
い
で
い
る。
各
点
の
高
さ
は
次
の
通
り。

髪
際
下
二
七
・
五
セ
ン
チ

唇
下

二
二
・
O

（
髪
際下
か
ら五
・
五
セン
チ）

鳩
尾

一
0
・
七

（
髪
際
下
か
ら一
六
・
八
セン
チ）

瞬
上

五
・
三

（
髪
際
下
か
ら
二二
・
二
セン
チ）

そ
の

他、
後
頭
部
髪
際
の
上

（一
一一
一
ス四
セ
ン
チ）
と
下
（一
九
・
九

セン
チ）
に
も
錐
点

風
の
穴
が
あ
る。
前者
は

埋
め
込
ま
れ
た
竹
釘
に
銅

線
の
残
欠
が
か
ら
まっ
て
い
る
こ
と
か
ら、
銅
板
の
胸
飾
（
断
片
の
み
別

保
存）
を
吊
る
た
め
の、
後
者
は
首
柄
の
後
部
に
当
た
る
た
め
頭
体
固
定

用
の
処
置
と
も
見
ら
れ
る。
ま
た、
眉
聞
の
鼻
付

根
（
二
五
・一
セ
ン

チ）
に
も
か
す
か
に
錐
点

状
の
痕
跡
が
あ
る
が、

単
な
る
キ
ズ
か
も
知
れ

髪
際l
顎

一
0
・
四
セン
チ

胸
中

一
七
・
六

膝
材
奥

腹
下
（
柄
衣）

一
七
・
六

七

之

同
無

量
寺
不
動
明
王
坐
像
（口
絵
写
真l）

形
状
頂
蓮 。
頭
飾
（
前
面
の
み） 。
地
髪
は
巻
き
毛
で
左
肩
に
弁
髪
を

垂
れ
る。
顔
を

前に
向
け、
両
眼を
見
開
き、
下
唇
を
噛
ん
で
両

端
に
上

牙
を
見
せ
る。
耳
染
環
状 。
三
道彫
出。
条

吊 、
裳 、
腰
布
を
つ
け、

右

足
外
に
結

蜘
扶
坐
す
る。
両

手
は

屈
腎 。
右
手
は

肘
を
張っ
て
腹
脇
に
構

え、
掌
を
内
に
五
指
を

握っ
て
宝
剣
を
と
る。
左
手
は

前に
挙
げ 、
掌
を

上
に
五
指
を

握
り
霜
索
を
と
る。

晶
質
構
造
桧
材
寄
木
造 。
内

割 。
彩
色

（
下
地） 。
玉
眼
恢
入。

頭
体
の
幹
部
は

前
後
三
列
か
ら
な
り、
前
二
列
を
割
り
首 、
後一
列
を

髪
下
で
切
断
し 、
頭
部
の
前
二
列
の
み
内

制 。
さ
ら
に
面
部
を
割
り
矧
い

で
玉
眼
を
般
入
す
る。
体
部
は
三
列
と
も
内

割
し 、
前
列
材
の
下
端
を
束

隆崎山

一 （完） 一



仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て

t
、
ロ

ふれo
iv

別
材
と
す
る。

法
量

九
八・
三
セ
ン
チ

年
代
像
内
に
は
制
作
年
代
を
示
す
銘
文
は
な
い
が、
台
座
と
光
背
に
そ

れ
ぞ
れ
寛
永
三
年
（
一
六
二
六）、

貞
享
二
年
（
一
六
八
五）
の
墨
書
銘

が
あ
る。
後
者
は

修
理
銘
な
の
で
問
題
な
い
が、
前
者
は

修
理
銘
か
造

像

銘
か
わ
か
ら
な
い。

像
は
二i
三
度
の
修
理
を
経
て
お
り、
最
初
の
修
理

を
寛
永三
年
と
見
る
こ
と
も
で
き
る。
そ
の
場
合、

像
の
制
作
年
代
は
室

（
駐
3｝

町
時
代
に
遡
る
こ
と
に
な
る。

髪
際
1

顎

一
八・
七
セン
チ

膝 肘 髪 像
張 張 際 高

高
七
六・
六

面
幅

一
九・
0

髪
髪
張

面
奥

胸
幅

膝
高

二ハ・
五

腹
奥

錐
点
錐
点
は
頭

体
の
正
中

線
上
の
も
の
と、
左

右
対
称
に
配
さ
れ
る
も

の
が
あ
る。
各
点
と
も

埋
め
木
は
な
い。
先
ず
正
中

線
上
の
も
の
を
記
す。

六
一・
五

二
九・
六

七
五・
四

二
五・
二

五
四・
五

膝
奥

三
0・
。

二
二
・

0

判
広
隆
寺
五
醤
文
殊
菩
薩
坐
像
（
口
絵
写
真2・
3）

形
状
頭

頂
に
五
警
を
結
い、
髪 、
地
髪
と
も
毛
筋彫
り。
宝
冠
台彫
出。

白
蓮
（欠）。
量
髪
を
螺
状
に
巻
い
て
両
耳
上
半
を
お
、
ぃ 、
耳
采
は
環

状 。
彫
眼 。
三
道彫
出。

顔
を
前
に
向
け、
条
吊 、
裳
を
つ
け
て
右
足
外

に
結

蜘
扶
坐
す
る。

天
衣
は
両
肩
か
ら
上
勝
に
か
か
る

（以
下
欠）。
両

手
は

屈
替
で、
陣同
釧彫
出。

右
手
は
前
に
出
し、
掌
を
内
に
五
指
を

握っ

て
宝
剣
を
と
る。
左
手
は
前
に
挙
げ 、
掌
を
上
に
第
一
指
と
第
二、
第
三

指
を
合
わ
せ、

他
は
ゆ
る
め
て
巻
子
を
と
る。

品
質
構
造
桧
材
（杉
か）
寄
木
造。
内

割 。
素
地
仕
上。

彫
眼 。

頭
体
の
中
心
部
は
中
間
に
う
す

板
を

挟
ん
だ
大
略
前
後
二

材
で、
頭
部

を
割
り
首
と
し、
内

朝
す
る。
体
部
は
さ
ら
に
両

側
と
背
面
に
各
一

材
を

当
て
て
内

制
す
る
が、
底
部
を
上
げ
底
式
に

彫
り
残
す。
両

脚
部
は
横
木

一
材
で
両

奥
に
膝
奥
材
各
一

材
を
寄
せ、
と
も
に
内

朝
す
る。
両
手
は
肩、

肘、
手
首
で
各
矧
ぎ
付
け、
両
肩
後
に
小

材
を
貼
る
ほ
か、

警
は
す
べ
て

髪
際

七
六・
六
セ
ン
チ

一 （き） 一

（髪
際
か
ら一
五・
三
セ
ン
チ）

（髪
際
か
ら
一
六・
0
セ
ン
チ）

鳩
尾

（髪
際
か
ら
三

七・
0
セ
ン
チ）

次
に

左
右
対
称
の
も
の
は
正

面
か
ら
見
え
る
も
の
と
側
面
の
も
の
が
あ

る。
正

面
の
も
の
は
二
点
の
間
隔
が
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で、
そ
れ
を
上

に
記
し、

（
）
内
に
左

側
点
の
高
さ
を
記
す。

九・
四
セ
ン
チ

（
七
五・
八
セ
ン
チ）

（
六
八・
一

（
六一
了
八

唇
下
（上）
六
一
三

唇
下
（下）
六
0・
六

ニ
九・
六

髪
際
下
両

側

両
眼
禽
下
端

上
唇
両

端

両
足
第
一
指

最
後
の
両

足
第
一
指
の
錐
点
は

材
上
面
か
ら

足
裏
の
上
面
を

示
す
た
め

に
穿
た
れ
た
も
の
で、

彫
刻
の
過
程
で
そ
の
前
半
部
が
削
ら
れ
て
後
半
部

六・
八

五・
八

四
六・
O



が
細
い
半
円
筒
状
に
残
っ
て
い
る

。
側
面
の
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る

。

頬
の
愛
髪
前

を
矧
い
で
内
制
す
る

。
両
脚
部
は
前
後
二
材の
横
木
で、
右
奥
に
膝
奥
材

一
材
を
寄
せ
て
内
割
し
、

前
面
に
裳
先
一
材
（
欠）
を
矧
ぐ
。

一
八・
九
セ
ン
チ
（
六
八・
六
セ
ン
チ）

耳
の
愛
髪
下

)\ 

髪
際
j

顎

（
六
五・
四

法
量

｛象
高

二
六・
八
セ
ン
チ

一
一一
・

0
セ
ン
チ

耳
采
後
列
中

（
六
一・
五

髪
際
高

九
七・
二

面
111高

二
0・
五

・
二
五・
五

以
上
の
ほ
か
髭
髪
等
に
錐
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
穴
が
あ
る
が
左
右一
対

一
方
の
穴
が
浅
く
て
彫

肘
張

耳
張

－
二
九・
五

ム
ノ 、

に
な
っ
て
い
な
い
の
で
錐
点
と
確
認
で
き
な
い

。

－
七
八・
一

面
奥

－
三
八・
八

膝
張

刻
中
に
失
わ
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
省
略
す
る

。

年
代
像
底
の
内
制
面
に
文
安
二
年
（
一
四
凹
五）
の
修
理
銘
が
あ
る

。

像
の
全
体
的
な
作
風
は
平
安
（
十
世
紀
頃）
風
で
あ
る
が

、
細
か
い
部
分

や
構
造
に
は
鎌
倉
以
降
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る

。
お
そ
ら
く
、

後
に
詳
述

膝
奥

・
七
一・
0

膝
厚
（
右）

一
八・
五

胸
中高

三
0・
四

（
品
質
構
造
と
法
量
の・
印
の
分
は
美
術
院
修
理
報
告
書
に
よ
る

。
な
お

商
奥
は
大
き
す
ぎ

、
膝
張
は
小
さ
す
ぎ
る
よ
う
な
感
も
あ
る

。）

す
る
よ
う
に
本
像
は
文
安
二
年
に
古
像
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
復
古
像

錐
点

錐
点
は
すべ
て
面
部
に
集
中
し
て
お
り
、

広
隆
寺
像
同
様
正
中
線

上
、

正
面、
側
面
に
分
け
ら
れ
る

。
先
ず
正
中
線
上
の
も
の
は
次
の
二
点

。

で
あ
ろ
う
。

髪
際
下

九
六・
七
セ
ン
チ

（ニ）

薬
師
如
来
坐
像
（
口
絵
写
真
4）

肉
髪

。
螺
髪
彫
出

。
肉
醤
朱

。
白
蓮

。
彫
眼

。
耳
染
環
状

。
三
道

彫
出

。
顔
を
前
に
向
け

、
柄
衣
（
偏
祖
右
肩）
を
つ
け
て
左
足
外
に
結
蜘

扶
坐
す
る

。
両
手
は
屈
管
で、
右
手
は
前
に
出
し
、

掌
を
前
に
五
指
を
伸

ば
す

。
左
手
は
膝
上
に
置
き 、
掌
を
上
に
第
四
指
を
軽
く
曲
げ

、
他
は
伸

稲
置
薬
師
堂

形
状

之

ば
し
て
薬
壷
（
欠）
を
と
る

。

隆

権
材
（一
部
桂
材）
寄
木
造

。
内
制

。
素
地
仕
上

。
彫
眼

。

品

質

構

造

肉
醤
朱

、
白
老
各
水
晶

。

山奇山

頭
体
幹
部
は
前
後
二
材
で
頭
部
を
割
り
首
と
し
、

左
体
側
部
前
後
二
材

一 （三 ） 一

薬師如来坐像稲置薬師堂



仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て

唇
下

（
髪
際
下
か
ら
二
0
・
0
セ
ン

鎌
倉彫
刻
の
一
基
準
作
とい
う
こ
と
に
な
る。

以
上
が
調
査
の
概
要
で
あ
る。
で
は

各
錐
点
相
互
に
は
ど
の
よ
う
な
関

係
が
あ
り、
そ
れ
ら
が
像
の
彫
刻
過
程
で
ど
ん
な

役
割
を
果
し
た
の
か
と

七
六
・
七
セ
ン
チ

チ）正
面
の
も
の
は
顔
の
造
作
に
沿
う
よ
う
に
左
右一
対
で
記
さ
れ
る。

両
眉
外
端
一九
・
七
セ
ン
チ

い
う
点
に
つい
て
考
え
て
み
よ
う。

両
眼
頭

五
・
七

に）

両
眼
尻

一
七
・
七

ヘ
右
八七
・
九
セ
ン
チJ

F
左
八
七
・
五

、

前
号
で
と
り
上
げ
た
延
命
寺
大
元
帥
明
王
頭
部
に
は
髪
際
と
唇
下に
錐

点
が
あ
り、
両
者
の
間
隔
は
ほf
五
寸
で
あっ
た。
高
村
光
雲
の

「
仏
師

木
寄
法

（仏
造
ル
割）
乙
法」
に
よ
れ
ば、
こ
の
す
法
は
髪
際
高
の
十
分

の
一
す
な
わ
ち
「
一
つ」
で
あ
り、
そ
の
十
倍
が
像
高

（髪
際
高）
で
あ

る
か
ら
延
命
寺
像
が
完
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
髪
際
高
五
尺
に
なっ
た
は
ず

で
あ
る。
一
方、

像
の
銘
文
に
は
等
身像
を
造
る
計
画
で
あっ
た
こ
と
が

記
さ
れ
てい
る
こ
と
か
ら 、
光
雲
乙
法
が
実
際
に
行
わ
れ
てい
た
とい
う

こ
と
を
間
接
的
な
が
ら
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る。

さ
て、
前
記

附
i

同
の
各
像
で
こ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か。
先
ず、
髪
際i
唇
と
髪
際
高
の
関
係
を
中
心
に
見
て
行
こ
う。

一 （三 ） 一

司、、

」
、

Fノ

一
ノ

上
唇
両

端

下
唇
両

端

眼
頭j
眼
尻

六
・
四

六
・
0

側
面
の
も
の
は
耳
周辺
に
あ
る。

左
右
の
各
位
置
は
高
さ
が
異
り、
必

ず
し
も
一
対
と
し
て
開
け
ら
れ
た
も
の
で
は
ない
よ
う
だ 。
し
た
がっ
て

す
法
は
高
さ
だ
け
と
す
る。

（右）
八
七
・
七
セ
ン
チ

（計
測
せ
ず）

（
左）
八
六
・
六
セ
ン
チ

耳
珠
前

耳
殻
前
寄
り

耳
染
付
け

根
（
右）
七
七
・
七

（左）
七
六
・
一

そ
の
他
左
耳
の
耳
殻
後
寄
り
に
も
錐
点
は
あ
る
が
右
耳に
は
ない 。
各

穴
の
深
さ
は
五
ミ
リ
i
一
ミ
リ
と
不
揃い
な
の
で

右
耳
殻
の
穴
は
失
わ
れ

た
の
か
も
知
れ
ない 。
他
に
も
一
方
だ
け
の
錐
点
は
あ
る
が
省
略
す
る0

年
代
修
理
報
告

書
に
よ
れ
ば
像
内に
多
数
の
墨
銘
と
と
も
に
建
長
六

年

（
一
二
五
四）
の
年
号
が
記
さ
れ
てい
る。
作
風
は

鎌
倉彫
刻
と
し
て
は

や
や
特
異
で
あ
る
が、
そ
れ
を
地
方
色
と
見
れ
ば、
東
北
地
方
に
於
け
る

東
京
芸
術
大
学
如
来
坐
像

本
像
に
は
髪
際
付
近
に
錐
点
が
な
い
の
で
髪
際i
唇
下
点
を

「
一
つ

（
八・
三
セ
ン
チ）」
と
す
る
と、
髪
際
高
四
五
・
九
セ
ン
チ
は

「
五
つ

（イ）
（四一
・
五
セ
ン
チ）」
を
大
き
く
上
回
わ
る。
ま
た
胸
幅
も
一
七
・
六

二
六
・
六
セ
ン
チ）」
よ
り
少
し
大
きい 。

セ
ン
チ
あ
る
か
ら
「二
つ



本
像
で
は
髪
際
i

唇点
は
何
の
基
準
に
も
なっ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る。

し
か
し 、
唇
点
高
と
後
襟
の
高
さ
は
ほず
一
致
す
る
し 、
「
一
つ」
で

膝

髪
際
点
高

（二
七
・
五
セ
ン
チ）

が
髪
際
の
高
き
で
あっ
た
は
ず
で
あ
る。

こ
の
寸
法
を
五
・
五
セ
ン
チ
で
割
る
と
丁
度
「
五
つ」
と
な
る。

即
ち
本

像
が
髪
際
i

唇
を
「
一
つ」
と
し 、
髪
際
高
を

「
五
つ」
と
す
る
光
雲乙

法
で
造
ら
れ
た
こ
と
は
直
ち
に
察
せ
ら
れ
る。
他
の
寸
法
は
ど
う
で
あ
ろ

張
四
一
・
五
セ
ン
チ
を
割
る
と
丁
度
「
五
つ」
と
な
る
な
ど、
まっ
た
く

規
則
性
が
無
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い。

一
方、
像
底
に
引
か
れ
た
墨
線
の
九
・
一
セ
ン
チ
と
い
う
す
法
は
ど
う

だ
ろ
う。
こ
の
寸
法
を
五
倍
す
る
と
四
五
・
五
セ
ン
チ
で
ほf
髪
際
高
に

等
し
く、
後
頭
部
の
中
央

錐
点
高
と
も
一
致
す
る。
し
か
も
九
・
一
セ
ン

チ
は
曲
尺
の
三

寸
で
あ
る
か
ら、
本
像
は
最
初
三

寸
を
「
一
つ」
と
し
て

計
画
さ
れ
た
こ
と
は
ほf
間
違
い
な
か
ろ
う。
そ
し
て
制
作
中
に
よ
り
ス

マ
ー
ト
な
姿
を
求
め
て
髪
際
i

唇
の
「
一
つ」
を
十
分
の
一

縮
少
し

（三

寸
か
ら
三
分
引
い
て
二

寸
七
分
H
人
・
二
セ
ン
チ）、
そ
れ
に
と
も
なっ

「
二
つ
（一
一
・
0
セ
ン
チ）」 。

鳩
尾
点

（一
0
・
七
セ
ン
チ）、

騎
上
点

（五
・
三
セ
ン
チ）
は
そ
れ
ぞ

れ
「
二
つ」 、
「
一
つ」
に
近
い。
膝
張

（二
七
・
0
セ
ン
チ）
は
幾
分
短

ぅ 。
胸
幅
（一
一
・
二
セ
ン
チ）
ふ4
3＆
t

l
』
－

か
い
が彫

刻
の
過
程
で
削
ら
れ
た
と
す
れ
ば
約

「
五
つ

チ）」 、
膝
高
（五
・
七
セ
ン
チ）
も
ほず

、っ 。

（二
七
・
五
セ
ン

「
一
つ」
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

延
命
寺
像
は
頭
部
だ
け
の
未
完
成

像
で
あ
り、
銘
文
か
ら

像
高
を
等
身

の
五
尺

（髪
際
高）
と
想
定
し
て
光
雲
乙
法
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
たこ

と
の
傍
証
と
し
た
の
で
あっ
た
が、
無

量
寺
像
に
よっ
て
は
じ
め
て
実
例

を
得
た
こ
と
に
な
る。
し
か
も、
そ
の
時
期
は
遅
く
と
も
台
座
に
記
さ
れ

た
寛
永
三
年

（一
六
二
六）
の
こ
と
で
あ
り、

像
は
さ
ら
に
古
い
可
能
性

も
あ
る
か
ら、
造

像
比
例
法
の
採
用
は
室
町
時
代
に
遡
り
得
ょ
う。
ここ

で
今
後
の
研

究
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
そ
う
な
個
所
に
つ
い
て
少
し
検

討
し

て
も
と
六
寸
（一
八
・
二
セ
ン
チ）
あっ
た
胸
幅
も
左

右
各
一
分

（三
ミ

リ）
削っ
て
五
・
入
寸
（一
七
・
六
セ
ン
チ）
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

、内ノ 。光
雲
丙
法
は

像
全
体
を
坐
像
な
ら
「
五
つ」
で

計
画
し
て
お
き、
頭
部

だ
け
を
五
分
の
一
で
な
く
六
分
の
一
の
比
率
で
造
る
方
式
で
あ
る
が、
本

像
は
乙
法
か
ら
丙
法
へ
の
過
渡
期
的
な
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
か。

て
お
く。

之

先
ず、
眉
間
の
錐
点
風
痕
跡
（二
五
・
一
セ
ン
チ）
は
「
四
つ
半

（二

四
・
八
セ
ン
チ）」
よ
り
や
や
高
く、
瞳
高

（二
四
・
五
セ
ン
チ）
は

隆

同
無

量
寺
不
動
明
王
坐
像

本
像
で
は
髪
際
下
と
唇
下
に

錐
点
が
あっ
て
そ
の
間
隔
は
五
・
五
セ
ン

チ
で
あ
る。
髪
際
高
は
現
状
で
は
二
七
・
七
セ
ン
チ
で
あ
る
が

計
画
時
は

ほ

自奇山

「
四
つ
半」
で
あ
る。
こ
れ
ら
の
各
位
置
は
「
四
つ
半」
つ
ま
り、

髪
際
i

唇
の
半
分
の
位
置
に

並
ん
で
い
る。
あ
る
い
は
原
材
に
下
図
を

描

－ （霊） 一



五つ 四 つ

仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て

二つ 一つ

二つ 二つ

第 1 図 無量寺不動明王坐像鋒点図
（両腕 を除 〈 ）

－ （冨）

一つ
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五
つ
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い
た
時
点
で
は
髪
際
や
唇
下
の
ほ
か
両
耳
中
央
に
も
錐
点
が
あ
け
ら
れ
て

い
た
の
が、
耳
孔
を

彫
る
際
に
削
り
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る。
光
雲
乙
法
で
は
頭

頂
は
髪
際
よ
り
「
半」
だ
け
高
く、
咽
（
顎
付
け

根）
は

唇
よ
り
「
半」
だ
け
低
い。
無

量
寺

像
で
は
頭

頂
（
頂
蓮
除
く）

は
三
0
・
八
セ
ン
チ、

顎
付

根
は
一
九
・
七
セ
ン
チ
で、
そ
れ
ぞ
れ
「
五

つ
半
強」 、

「
四つ
半
強」
と
い
う
よ
う
に
少
し
ず
れ
て
は
い
る
が、
頭

頂

l
顎
付
け

根
の
間
隔
は一
一
・
一
セ
ン
チ
で
あ
る
か
ら
乙
法
と
同
じ
「
二

つ」
と
な
る。
以
上
の
よ
う
に、
無

量
寺

像
は
光
雲一
乙
法
に
忠
実
に

従つ

五
・
九
セ
ン
チ）」
と
な
る
か
ら、
こ
の
点
か
ら
も
本
像
が
一
五
・
三
セ

ン
チ
を

「
一つ」
と
す
る
比
例
法
に
よっ
て
計
画
さ
れ
た
こ
と
は
認
め
て

よ
い
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
鳩
尾
点

（
三
九
・
六
セ
ン
チ）
は

「
二つ
半

（
三
八
・
三
セ
ン
チ）」
よ
り
高
く、

他
に
当
て
は
ま
る
寸
法
も
な
い
よ

う
な
の
で
今
の
と
こ
ろ
何
に
よっ
て
割
り
出
さ
れ
た
か
見
当
がつ
か
な
い。

錐
点
で
は
な
く

胸
飾
等
を
止
め
る
釘
穴
か
と
も
思
わ
れ
る
が、

胸
飾
の
両

端
に
あ
た
る
両

胸
上
部
に
釘
穴
が
な
く、
も
と
も
と

胸
飾
が
付
け
ら
れ
て

い
た
と
も
思
え
な
い。
寸
法
的
根
拠
は
別
と
し
て
も
体
の
正
中
線
を
決
め

る
上
で
は
意
味
の
あ
る
点
な
の
で、
そ
れ
な
り
の
役
割
は
あっ
た
の
だ
ろ

た
模
範
的
な
作
例
と
い
え
る。

、っ 。

付

五
番
文
殊
菩
薩
坐
像

本
像
は
丁
度
髪
際
に

錐
点
が
あっ
て、
計
画
通
り
に

仕
上
がっ
て
い
る。

唇
の
下
に
は
上
下
二つ
の
点
が
あ
り、
髪
際
か
ら
上
の
点
ま
で
は
一
五
・

三
セ
ン
チ、

下
の
点
ま
で
は
二ハ
・
0
セ
ン
チ
で
あ
る。
各
寸
法
で
髪
際

広
隆
寺

四
つ

五
つ

つ

つ

つ

高
七
六
・
六
セ
ン
チ
を
割
る
と
前
者
は
五
・
O
一

は
四
・
七
九

（
五つ
弱）
と
な
る
か
ら
一
五
・
三
セ
ン
チ
を

「
一つ」
と

（
ほず
五つ）、
後
者

二つ 一つ

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う。
こ
の
寸
法
を
無

量
寺

像
の
よ
う
に
各
す
法
に
当
て

依
め
る
と、

胸
幅
（
三
0
・
0
セ
ン
チ）、

腹
奥
言
ご
・
0
セ
ン
チ）

之

と
も
約

「
二つ

（
三
0
・
六
セ
ン
チ）」
と
な
る。
つ
ま
り、
体
幹
の
原

材
は
幅、
厚
さ
と
も

「
二つ」
で
木
取
り
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ。
ま
た、

膝
張

（
七
五
・
四
セ
ン
チ）
は

「
五つ

（
七
六
・
六
セ
ン
チ

ご
に
少
し

欠
け
る
が、
両

足
第
一
指
間

（
四
六
・
0
セ
ン
チ）
は
丁
度
「
三つ

隆自寄山

四

五つ 四 つ 三つ 二つ 一つ
第 2 図 広隆寺文殊菩薩坐像錐点図
（両腕 を除 〈 ）

－ （霊） 一



比
例
的
な
裏
付
け
の
困
難
な
錐
点
は
他
に
も
あ
る。

顔
正
面
の
髪
際
下、

両
眼
下、

上
唇
両
端
に
左
右一
対
ず
つ
あ
る
各
錐
点
で
あ
る。

特
に
髪
際

下
の
左
右
両
点
は
髪
際
点
高
よ
り
八
ミ
リ
も
低
く、

髪
際
の
彫
刻
か
ら
離

れ
て
額
の
面
に
あ
る。

寸
法
的
に
は
七
五
・
八
セ
ン
チ
で
丁
度
曲
尺
の
二

尺
五
す
に
あ
た
る
の
で、

本
来
こ
の
寸
法
で
造
像
す
る
計
画
で
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い。

そ
の
場
合、

唇
下
二
点
の
う
ち
下
側
点
ま
で
が
一
五
・

二
セ
ン
チ
で
「
一
つ」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か。

両
眼
下
点
と
上
唇
両
端
点
は
高
さ、

幅
と
も
一
五
・
三
セ
ン
チ
を
「
一

つ」

と
す
る
比
例
法
に
合
わ
な
い
が、

そ
れ
ぞ
れ
彫
刻
の
形
に
沿
っ
て
い

る
の
で
（
両
眼
下
点
は
眼
簡
の
下
端
に
あ
た
る） 、

彫
刻
の
卦
か
ト
と
し

て
の
意
味
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る。

側
面
の
各
点
も
耳
に
集
中
し
て
お
り、

耳
を
彫
る
た
め
の
当
た
り
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う。

た
だ
し、

仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て

頬
の
量
髪
前
に
あ
る
点
（
六
人
・
六
セ
ン
チ）

は
「
四
つ
半
（
六
人
・
九

セ
ン
チ）
」

に
ほ
f

一
致
す
る
の
で、

無
量
寺
像
の
例
か
ら
推
し
て
耳
孔 、

ま
た
は
瞳
高
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う。

そ
の
場
合、

眼
や
耳
の
中

心
位
置
だ
け
は
比
例
通
り
と
い
う
こ
と
に
な
る。

以
上
の
よ
う
に、

本
像
の
錐
点
に
は
像
の
大
ま
か
な
割
付
に
用
い
ら
れ

た
も
の
と 、

比
例
的
な
関
係
は
不
明
な
が
ら
細
部
の
形
の
基
点
と
な
っ
て

い
る
も
の
が
併
存
し
て
い
る。

MH

稲
置
薬
師
堂

薬
師
如
来
坐
像

本
像
の
髪
際
下
点
i

唇
下
点
は
二
0
・
0
セ
ン
チ、

こ
れ
を
「
一
つ」

と
す
れ
ば
髪
際
高
は
一
メ
ー

ト
ル
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、

実
際
に
は
九

六
・
七
セ
ン
チ
（
髪
際
下
点
高）

し
か
な
く、

無
量
寺
像
や
広
隆
寺
像
の

よ
う
な
光
雲
乙
法
の
作
例
と
は
い
え
な
い。
一
方、

頭
頂
高
（
除
肉
醤）

第 3 図 広隆寺文殊菩蔭坐像錐点図
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の
五
分
の
一
を
「
一
つ」

と
す
る
光
雲
甲
法
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
頭
頭

高
が
一
メ
ー

ト
ル
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が、

本
像
に
は
頭
頂
高
を
示
す
錐

点
等
の
標
示
は
無
く、

推
定
に
よ
る
高
さ
も
一
O
四
・
0
セ
ン
チ
を
越
え

る。

ま
た、

胸
幅
（
三
0
・
四
セ
ン
チ） 、

膝
張
（
七
八
・
一
セ
ン
チ）

と
も
異
常
に
狭
く、

結
局
の
と
こ
ろ
「
一
つ
H

二
0
・
0
セ
ン
チ」

と
い

う
寸
法
は
他
の
ど
れ
と
も
整
合
性
を
も
た
な
い。

そ
こ
で、

こ
の
二
0
・

0
セ
ン
チ
と
い
う
寸
法
を
一
旦
措
い
て
像
高
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
て

み
る。仏

像
の
像
高
は
警
頂 、

頭
頂
（
警
下） 、

髪
際
の
ど
れ
か
で
測
ら
れ、

一 （美） 一



そ
の
寸
法

（法
量）
も
等
身
ぐ
ら
い
の
坐
像
で
は
四

尺、
三
尺、
二
尺
五

寸
と
いっ
た
と
こ
ろ
が

標
準
的
で
あ
る。
本
像
の
警
頂 、
頭

頂 、

髪
際
の

高
さ
は
一
一
一
・
0
セ
ン
チ、
約
一
O
四
・
0
セ
ン
チ、
九
七
・
二
セ
ン

い
ら
れ、
平
安
時
代
頃
か
ら
は
曲
尺
が
現
わ
れ、
室
町
時
代
以
降
は
呉

服

尺
や

鯨尺
も
用
い
ら
れ
た。
各
尺
度
と
も
今
日
の
よ
う
に
規
格
通
り
に
統

一
さ
れ
て
い
た
訳
で
も
な
い
ら
し
く、
正
倉
院
伝
来
の

天
平尺
で
は
大
小

の
ば
ら
つ
き
が
あっ
て
そ
の
差
は
一
尺
で
二
分

（六
ミ
リ）
に
も
及
ぶ。

最
も
信
頼
の
お
け
る
曲
尺
に
し
て
も
時
代
と
と
も
に
極
く
僅
か
な
が
ら

伸

チ
で
曲
尺
（一
尺
H一一一0
・
三
セ
ン
チ）
に
換
算
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
三

尺

六
寸
六
分、
三

尺
四

寸
三
分、
三
尺
二寸
一
分
と
ど
れ
も
半

端
な
数
字
に

な
る。

像
高
を
決
定
す
る
う
え
で
重
要
な
基
点
と
なっ
た
と
思
わ
れ
る
髪

際
下
点

高
も
九
六
・
七
セ
ン
チ、
曲
尺
で
三

尺
一
寸
九
分
と

端
数
が
で
る。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
前に
他
の

例
を
見
て
お
こ
う。
東
京
芸
大

像

の
髪
際
高
は
四五
・
九
セ
ン
チ
で
曲
尺
の
一
尺
五
寸
一
分
に
な
る
が、
髪

際
の
辺
り
に
は

錐
点
は
見
ら
れ
な
い。
一
方、
像
底
に
引
か
れ
た
墨

線
の

間
隔
は
九
・
一
セ
ン
チ
で
曲
尺
の
三

寸
で
あ
り、
本
像
の

使
用
尺
が
曲
尺

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い。
こ
の
点
か
ら
考
え
て、

計
画
時
に
は
曲
尺

一
尺

五
す

の高
さ
に
髪

際
を
示
す

錐
点
が

打
た
れ
て
い
た
の
が

彫
刻
中
に

天 名 称 曲尺換算 換メ ト ル法算 備 考
唐 大 尺 9 .  7 寸 29 . 4 田 狩谷被斎説・法隆寺古尺八 よ り 復冗

9 .  7 29 . 4  小泉袈裟勝説・ 太宰府出土尺 よ り 復冗

！者 小 尺 8 . 08 24 . 5  被斎説

両 施 尺 的 12 . 0 36 . 4  又 は唐大尺の1 . 21音 （35 . 3叩）説

周 尺 7 . 6  22 . 9  中 国 周代の尺の平均値

御府の周尺 7 . 952 24 . l  天皇の書庫にあ っ た と い う 。伝弘法大師将来、 背に周尺 と 記す

律 尺 平宮 . 1 2 24 . 6  古寺の法衣用古尺、 周尺 と 記す も の あ り

叡 山 尺 7 . 6  23 . 0  被斎の調査に よ る

高 野 尺 7 . 9  23 . 9  II 

東寺金連献 8 . 1 24 . 5  II 

生駒長福寺尺 8 . 4  25 . 5  ” 

竹 尺 曲尺か ら派生、 念仏尺は石の塔婆 に刻 ま れて いた尺
（念仏尺） 1 0 .  7 30 . 5  被斎説（ただし、 小泉氏 に よ れば械斎使用尺は 3 厘短かい）

10 . 4  30 . 4  清宮清隆説

事 保 尺 10 . 4  30 . 4  竹尺 と 閉 じ

又 四 郎 尺 9 . 98 30 . 2  旧 曲 尺か （尺は時代 と と も に伸 ぴ る 傾向 あ り ）

折 衷 尺 10 . 0  30 . 3  現曲尺、事保尺 と 又四郎尺の平均 （伊能忠敬使用）
騰 ざ し 1 1 . 5  34 . 8  甲 宵 用、 た か は か り と も い う

呉 服 尺 1 2 . 0  36 . 4  室町頃か ら か

く じ ら 尺 12 . 5  37 . 9  江戸 時代関東以西

（以上、 小泉袈裟勝『単位の起源事典j も の き し 』 『歴史の 中の単位』 に よ る

仏 師 尺 7 . 5  22 . 7 仏師所用、 一様手半の尺

之

失
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る。

無
量
寺

像
の
髪
際
点
高
二
七
・
五
セ
ン
チ
は曲

尺
の
九

す
八

厘
と
な
り、

像
高
九

寸
の

像
と
し
て
は
八

厘
の

端
数
が
出
る。
こ
の
点
だ
け
な
ら
錐
の

傾
斜
に
よ
る
ず
れ
と
も
考
え
ら
れ
る
が、
先
に
記
し
た
よ
う
に
髪
際
点
j

唇
下
点

五
・
五
セ
ン
チ
は
正
確
に
髪
際
点
高
の五
分
の
一、
つ
ま
り
こ
の

両
者
は
比
例
的
に
も
完
全
な
寸
法
な
の
で
あ
る。
た
と
え
曲
尺
に
合
わ
な

く
て
も
各寸
法
は
何
ら
か
の
物
差
し
で
測
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る。

わ
が

国
で
は
古
来
さ
ま
ざ
ま
な
物
差
し
が
用
い
ら
れ
て
来
た 。
奈
良
時

代
に
は

天
平
尺
と
も
い
わ
れ
る
唐
大
尺、
小

尺、
あ
る
い
は高
麗
尺
が
用

隆山奇山

－ （宅） 一



な
り、
竹
尺
な
ら
は
二
尺
五
す
二
分
と
な
る。
逆
に
髪
際
点
高
を

例
三
尺、

川
二
尺
五
寸
と
す
る
物
差
し
を
考
え
て
み
る
と
そ
の
一
尺
は

例
二
五
・
五

セ
ン
チ、

川
三
0
・
六
ゼ
ン
チ
と
な
る。

例
は

律尺
の
う
ち
生

駒
長
福
寺

尺
に
一
致
し、

的
は
無

量
寺

川
と
同

寸
で
あ
る。
前

者
に
つ
い
て、

律尺

は
各
寺
で
法
衣
を
調
整
す
る
た
め
の
物
差
し
と
い
わ
れ、
各
寺
ご
と
に
か

な
り
の
差
が
あ
る。
広
隆
寺
に
長
福
寺
と
同
じ

律
尺
が
あっ
た
と
い
え
な

く
も
な
い
が、
今
の
と
こ
ろ
偶

然
の
一
致
と
し
て
お
こ
う。
そ
れ
よ
り
も

仏
師
聞
に
曲
尺
の
一
種
と
し
て
一
尺
H
三
0
・
六
セ
ン
チ
の
私
的
な
物
差

し
が
あっ
た
と
考
え
る
方
が
よ
り
現
実
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

仏像の造像比例法一一錐点 に つ い て

ぴ
て
き
た
と
も
い
わ
れ、
曲
尺
か
ら
派
生
し
た
竹
尺
（念
仏尺）
は
四

厘

（
註
4）

ほ
ど
長
い
と
い
う。

他
に、
仏

像
に
は
周

尺
に
よ
る
も
の
も
あ
り、
仏
師

（
註
5｝

尺
と
い
う

特
殊
な
物
差
し
も

使
わ
れ
た
よ
う
だ。
前
表
に
各
物
差
し
と
そ

の
推
定

寸
法
を
掲
げ
て
お
い
た。

前
表
の
中
に
無

量
寺

像
に

使
用
さ
れ
た
物
差
し
は
あ
る
だ
ろ
う
か。

先

ず
二
七
・
五
セ
ン
チ
を
一
尺
と
す
る
物
差
し
は
見
当
た
ら
な
い。
と
い
う

こ
と
は
無

量
寺

像
は
一
尺
像
で
は
な
い
こ
と
に
な
る。
そ
こ
で
試
み
に
二

七
・
五
セ
ン
チ
を

同
一
尺
二

寸、
川
九

寸、
例
入
寸、
ω
七
寸
五
分
と
す

る
物
差
し
を
想
定
し
て
み
る
と
そ
の
一
尺
は
そ
れ
ぞ
れ

例
二
二
・
九
セ
ン

チ、
川
三
0
・
六
セ
ン
チ、

例
三
四
・
四
セ
ン
チ、

ω
三
六
・
七
セ
ン
チ

に
な
る。
ど
れ
も
前
表の
各
物
差
し
に
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
な
い
が、

同
は
仏
師

尺
（一
二
了
七
セ
ン
チ）、

律
尺
の
う
ち
叡
山

尺
士
三
了
0

セ
ン
チ）、

川
は
竹
尺
又
は
念
仏尺

（三
0
・
四
セ
ン
チ）、

例
は

鷹
ざ
し

（三
四・
八
セ
ン
チ）、

川
は
呉
服
尺
（＝ヱハ
・
四
セ
ン
チ）
に
そ
れ
ぞ

れ
近
い。
こ
れ
ら
の
う
ち
仏
師
が

使
用
す
る
物
差
し
と
し
て
適
当
な
の
は

例
仏
師

尺
と

川
竹尺
で
あ
ろ
う。
両
者
と
も
二
ミ
リ
程
度
の
誤
差
な
の
で、

公
定

尺
で
は
な
い
私
尺
と
し
て
は
許
容

範
囲
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い。

し
た
がっ
て
無

量
寺

像
は
仏
師

尺
の
一
尺
二

寸
あ
る
い
は
竹
尺
の
九

寸
で

つ
く
ら
れ
た
可
能

性
が
あ
る。

以
上
の
よ
う
に
東
京

芸
大

像
で
は
曲
尺、
無

量
寺

像
で
は
仏
師

尺
あ
る

い
は
竹尺
等
の
準曲

尺、
広
隆
寺

像
で
も
準

曲
尺
の
使
用
が
一
応
認
め
ら

れ
る。
さ
て、

稲
置
薬
師
堂

像
の
髪
際
下
点
高
は
九

六
・
七
セ
ン
チ
で
あ

広
隆
寺

像
の
髪
際
点
高
七
六
・
六
セ
ン
チ
は
曲
尺
で
二
尺
五
寸
三
分
で

あ
る
か
ら
無

量
寺

像
同

様
仏
師

尺
か
竹
尺
の

使
用
が
一
応
想
定
さ
れ
る。

し
か
し、
仏
師

尺
と
す
れ
ば
髪
際
点
高
は
三

尺
三

寸
七
分
と
一
層
半

端
に

亡ご〉 乞ご
え�

可三診r・
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之

る。
こ
の
寸
法
を

同
四
尺、
ω
三
尺、
ω
二尺
五
寸
と
仮
定
す
る
と
そ
れ

ぞ
れ
の
一
尺
は

同二
四
・
二
セ
ン
チ、

川一二一
了
二
セ
ン
チ、

ω
三
人・

七
セ
ン
チ
と
な
る。
前
表
の
物
差
し
の
う
ち
数
値
が
近
い
の
は

唐
小

尺

（二
四
・
五
セ
ン
チ）
だ
け
で
あ
る。
し
か
し、
薬
師
堂

像
が
造
ら
れ
た

鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に

唐
大
尺
の
系
統
と
さ
れ
る曲
尺
が
普
及
し
て
お
り、

わ
ざ
わ
ざ
唐
小

尺
が

使
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い。
律尺
の
中
に
も
近
い
寸

法
の
も
の
は
あ
る
が、
記
録
に
見
え
る
律
尺
は
す
べ
て
近
畿
地
方
の
も
の

で
あ
り、
東
北
地
方
で
の
造
仏
と
関
係
づ
け
る
の
は
無
理
で
あ
る。

結
局 、
稲
置
薬
師
堂

像
の
使
用
尺
を
割
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
かっ
た。

ま
た、
も
し

倒 、
ω 、
ω
の
よ
う
な
物
差
し
が
あっ
た
と
仮
定
し
て
も、

髪
際
下
点i
唇下
点
の
二
0
・
0
セ
ン
チ
と
い
う
寸
法
に
つ
い
て
合
理
的

な
説
明
が
で
き
な
い。
し
た
がっ
て、
本
像
に
つ
い
て
は
一
定
の
造
像
比

例
法
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず、
そ
の
頭
体
の
比
例
は
物
差
し
を

用
い
ず
適
当
に
決
め
ら
れ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い。
本
像
の
顔
面
に
数

多
く
印
さ
れ
た
錐
点
も

像
の
比
例
と
は
無

関
係
に
各
部
の
形
を
指
示
す
る

だ
け
の
用
途
を
もっ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う。
各
点
は
両

眉
の
末
端、
両

眼
の
眼
頭
と
眼
尻 、
上
唇
の
両

端、
さ
ら
に
下
唇
の
両

端
と
い
う
よ
う
に

細
か
く
印
さ
れ
て
い
る。
そ
れ
ら
の
穴
に
は
大
小
の
差
が
見
ら
れ、
眼
頭

の
穴
な
ど
は

痕
跡
だ
け
に
なっ
て
い
る。
こ
れ
は

錐
の
穴
が
浅
す
ぎ
て
彫

刻
中
に
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り、
も
と
は
鼻
の
両

端
に
も
錐
点
が
あっ
た
か
も
知
れ
な
い。

（最
初
に
掲
げ
た
諸
作
例
の
う

ち
同
道
成
寺

像
に
は
両

頬
の
小
鼻
寄
り
に

錐
点
が
あ
る）

（三）

以
上
の
こ
と
か
ら
仏

像
表
面
に
印
さ
れ
た
錐
点
は
二
種
に
分
類
で
き
る。

一
つ
は

像
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
ショ
ン
に
関
す
る
も
の
で、

彫
刻
以
前
の
木

取
り
の
段
階
に

於
て
各
材
の
す
法
的
基
準
と
な
る
も
の
で
あ
る。
髪
際
に

印
さ
れ
た
錐
点
は

像
高
あ
る
い
は
主

材
の
高
さ
だ
け
で
な
く、
両

脚
材
の

長
さ
も
規
定
す
る。
唇
点
は
髪
際
点
と
と
も
に
主

材
の
幅
（胸
幅）
そ
の

他
各
部
の
大
き
さ
の
目
安
に
な
り、
頭
体
別
木
の
場
合
で
は
頭
部

材、
体

部
材
そ
れ
ぞ
れ
の
大
き
さ
を
決
定
し
う
る。
も
う
一
つ
は

面
部
の
各
造
作

に
関
す
る
も
の
で、
目、
鼻 、
唇 、

耳
の
位
置
や
大
き
さ
を
指
示
す
る
も

の
で
あ
る。

－ （莞） 一

彫
刻
で
は
木
取
り
が
で
き
る
と
材
の
表
面
に
下
図
を

描
く。
こ
の
下
図

は
彫
刻
の
進
行
と
と
も
に

損
わ
れ
る
の
で、
絶
え
ず
描
線
を
補
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い。
そ
の
過
程
で
下
図
の
写
し
崩
れ
が
生
じ、
最
初
の
意
図
と

別
の
も
の
に
なっ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る。そ
こ
で
最
初
に
下
図
の
要
所

要
所
に

錐
で
深
く
穴
を
穿っ
て
お
け
ば 、
そ
れ
ら
は

描
線
の
よ
う
に

彫
刻

に
よっ
て
消
え

去
る
こ
と
も
な
く、
下
図
の
崩
れ
や
歪
み
を
矯
正
す
る
基

準
点
と
し
て
役
立

つ。
稲
置
薬
師
堂

像
の
顔
面
に
穿
た
れ
た
錐
点
は
ま
さ

に
こ
の
よ
う
な
意
図
を
もっ
た
も
の
で
あ
り、
お
そ
ら
く
下
図
は
忠
実
に

隆

立
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う。
本
像
か
ら
感
じ
ら
れ
る
一
種
の
固
苦
し
さ

は
下
図
に
支
配
さ
れ
て
自
由
な
彫
刻
性
が
発

揮
さ
れ
な
かっ
た
こ
と
に
も

原
因
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い。
彫
刻
は
本
来
立
体
と
し
て
平
面
と
は
別

崎山
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の
調
和
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り、
彫
刻
の
進
行
に
つ
れ
て
下
図
か
ら

変
化
し
て
行
く
こ
と
は、
い
わ
ば
彫
刻
が
平
面
か
ら
解

放
さ
れ
て
主
体
性

を
獲
得
し
て
行
く
成
長
過
程
と
考
え
ら
れ
る。
だ
が、

経
験
の
浅
い
彫
刻

家
に
そ
れ
を
望
む
の
は
無
理
で
あ
り、
図
面
通
り
仕
上
げ
る
こ
と
が
本
旨

で
あ
る
職
種
も
あ
る。
稲
置
薬
師
堂

像
の
作
者
が

経
験
豊
か
な
仏
師
で
な

く、
僧
や
大
工
そ
の
他
の
素
人
仏
師
で
あっ
た
と
す
れ
ば、
材
の
正
面、

側
面
に
下
図
を

描
き、
版
画
を彫
る
よ
う
に
輪
郭
を
真
直
ぐ
に彫
り
進
め

て
行
く
方
が
楽
な
の
で
あ
る。

百
座
供
養
法
勤
行
之
後
修
複
失

文
安
第二乙丑
仲
春
十一
日金

剛
悌
子
弘
賢

こ
れ
に
対
し
広
隆
寺

像
の
錐
点
は

控
え
目
で、
形
に
関
す
る
も
の
は
両

眼
下
点 、
唇
両

端
に
各一
対
あ
る
ほ
か
は
耳
周

辺
に
集
中
し
て
い
る。
こ

の
程
度
な
ら
ば
錐
点
の
拘
束
力
も
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
く、
自
由
な彫
刻
的

展
開
も
可
能
で
あ
ろ
う。
現
に
広
隆
寺

像
の
印
象
は
お
お
ら
か
で
格
調
も

高
い。
仏
師
の
力
量
も

相
当
な
も
の
で
あ
る。
そ
れ
に
し
て
も、
こ
れ
だ

け
の

像
を
造
り
得
た
仏
師
で
も
錐
点
は

必
要
だっ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

疑
問
も
残
る。
そ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
本
像
の
特
殊
な
造
立
事
情
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で、
そ
の
辺
り
を
探
る
こ
と
に
す
る。

本
像
の

像
底
の
内

朝
面
に

計
五
行
の
墨
書
銘
が
あ
る。
そ
の
う
ち
両
脚

部
裏
に
書
か
れ
た
四
行
分
が

像
の
制
作
年
代
を
推
定
す
る
手
が
か
り
と
な

る
も
の
で
あ
る。
以
下

「
日
本
美
術
院
彫
刻
等
修
理
記
録」
の
解
説
に

こ
れ
は
素
直
に
読
め
ば
単
な
る
修
理
銘
で
あ
る。
事
実、
本
像
の
作
風

に
は
平
安
初
期

像
の
風
格
が
感
じ
ら
れ
る。
大
き
く
丸
い
頭
部、
堂々
と

し
た
量
感
豊
か
な
上
体、
厚
く
丸
味
の
あ
る
両
脚
部、
そ
し
て
細
部
を
見

れ
ば
突
き
出
た
眉 、
豊
満
な
下
顎 、
耳
を
お
：つ
大
き
な
螺
形
の
髪髪、

弾
力
を
感
じ
さ
せ
る
胸、
奥
行
き
の
あ
る
背
に
か
か
る
ゆ
る
や
か
な
天
衣

の
襟 、
短
か
く
納
め
ら
れ
た
裳
先
な
ど、
九
世
紀i
十
世
紀
の
特徴
で

（
世
6｝

あ
る。
し
か
し、
反
面
気
に
な
る
部
分
も
あ
る。
上
険
の
線
に

微
妙
な
抑

揚
が
あ
る
こ
と、
小
鼻
も
小
さ
く、
唇
も
や
さ
し
く
内
部
か
ら
の
圧
力
に

や
や
乏
し
い
こ
と、
丁

寧
な
頭
髪
の
毛
筋彫
り
に
対
し
て
単
純
な
管
釧
の

形 、
そ
し
て
さ
ら
に
異
質
な
の
は
衣
文
の
彫
り
で
あ
る。
衣
文
は
肉
身
部

の
シ
ャ
ー

プ
さ
に
比
べ
て

彫
り
も
浅
く
単
調
で
あ
る。
醗
波

独
特
の
鋭
い

鏑
は
な
く、
各
衣
文
線
の
集
合
部
や
末
端
の
納
ま
り
は
暖
味
で、
全
面
に

丸
万
を
揃
え
た
細
か
い
削
り
目
が

残っ
て
い
る。
こ
の
削
り
目
は

鎌
倉
以

降
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で、
本
像
の
銘
文
の
時
期
と
符
合
す
る。
こ
れ

ら
の
鎌
倉
的
な
要
素
を
文
安
二
年
の
修
理
の
結
果
混
入
し
た
も
の
と
み
れ

ば、
本
像
を
平
安
初
期

像
と
認
め
る
こ
と
に
全
く
問

題
は
な
い。
だ
が、

は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か 。

よっ
て
記
し
て
お
く。

此
尊
多
年
御五
鉢
不
具
之
間一
七
箇
日

一
般
に

彫
刻
表
面
を
削
り
直
す
修
理
と
は
ど
ん
な
修
理
だ
ろ
う。
現
在

一 （ 号） 一



之

な
ら
拙
劣
な
後
補
部
を
修
正
す
る
こ
と
は
あっ
て
も、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
彫

刻
面
を
削
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い。
た
と
え
虫
喰
で
表
度
が
失
わ
れ
て
い

て
も

樹
脂
で
硬
化
し、
虫
穴
を
塞
ぐ
程
度
で
あ
る。
江
戸
時
代
以

前な
ら

虫
蝕
い
個
所
を
削っ
て

埋
め
木
し
た
り
漆
木
尿
を
補
う
こ
と
は
行
わ
れ
た

が、
本
像
に
は
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
な
い。
ま
た、
仮
に

本
像
が

虫
蝕
朽
損
に
よっ
て
「
御
五
林
不
具」
な
状
態
で
あっ
た
と
す
れ
ば、
そ

れ
は

彫
刻
全
体
が
カ
ス
テ
ラ
状
に

腐
蝕
さ
れ
て
指
で

押
せ
ば
表
度
が
陥
没

し
て
し
ま
う
よ
う
な
損
傷
状
態で
あっ
た
に
ち
が
い
な
く、
当
時
の
技
術

で
は

修
復
不
可
能
で
あっ
た
で
あ
ろ
う。
「
御
五
鉢
不
具」
を
文
字
通
り

全
身
又
は
頭、
手

足
が
完
備
し
な
い
状
態
と
解
す
れ
ば、
本
像
の
作
風
上

の
不
統
一
感
も、
平
安
初
期
像
に
し
て
は
細
か
す
ぎ
る
構
造
も
修
理
に

よっ
て
付

加
さ
れ
た
後
補
材
に
よ
る
も
の
と
し
て
一
応
説
明
は
つ
く。
し

か
し、
一
木
造
で
あ
る
べ
き
頭
体
の
中
心

材
が
す
で
に

前後
二

材、
割
り

首
と
い
う
寄
木
造
の
技
法
に
よっ
て
お
り、

他
の
矧
ぎ
木
と
は

材
種
も

風

化
や
古
色
の
程
度
も
一
様
で、
明
ら
か
に

修
理
に
よっ
て
付

加
さ
れ
た
材

と
い
う
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い。

（醤
の一
部
に
は
後
補
材

が
認
め
ら
れ
る
が、
こ
れ
は
大
正
期
ま
た
は
昭
和
十
三
年
の
修
理

材
か）

さ
ら
に、

本
像
の
木
寄
は
整
然
と

計
画
的
に
な
さ
れ
て
お
り、
損
傷
の
状

態
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に

材
が

貼
付
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
感
じ
は
な
い。

本
像
が
受
け
た
「
修
複」
と
は
す
べ
て
の
材
を
補
う
よ
う
な
修
理、
つ
ま

り
ほ
と
ん
ど
新
造
に
近
い
も
の
だっ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
も
し
そ

う
な
ら
ば、
本
像
の
細
か
い
木
寄

構
造
も
文
安
二
年
頃
の
も
の
と
し
て
了

｛
睦
7）

解
で
き
よ
う。

隆

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は

唐
招
提
寺
講
堂
弥
勅
如
来
坐
像
の
銘
文
で
あ

る。
そ
れ
は

「
奉
修
補
／
丈
六

弥
勤
如
来
座
像
一
一体
／
弘
安
十
年：：：」

と
い
う
も
の
で、

構
造
的
に
多
少
検
討
の
余
地は
あ
る
も
の
の、

像
の
作

（
腔
8）

風
は
弘
安
頃
の
も
の
と
認
め
ら
れ、
新
造
で
あ
る
可
能
性
が
高
い。
唐
招

提
寺

像
が

新
造
で
あ
り
な
が
ら
「
奉
修
補」
と
記
さ
れ
た
と
す
れ
ば
広
隆

寺
像
の
「
修
複」
も
同
じ
意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う。

と
こ
ろ
で
広
隆
寺
像
は
「
修
複」
直

前
に「
一
七
箇
日
／
百

座
供
養
法

勤
行」
が
な
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は
七
日
間
百

座
文
殊
法
を
行っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
が、

単
な
る
修
理
前
の
法
要
と
し
て
は
大
が
か
り
す
ぎ

る
感
が
あ
る。
こ
れ
に
は

像
に
対
す
る
深刻
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

か
も
知
れ
な
い。
も
し
か
し
た
ら

像
は

修
理

不
能
な
状
態
に
あっ
た
た
め

新
た
に

像
を
造っ
て
由
緒
を
継
が
せ
た
の
か
も
知
れ
な
い。
そ
の
場
合、

役
割
を
終
え
た
旧
像
の
断
片
は
丁
重
な
供
養
の
の
ち

新
像
の
胎
内
に

納
め

｛
世
9）

ら
れ
る
な
ど
の
処
遇
を
受
け
た
で
あ
ろ
う。

以
上
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
な
ら、
現
広
隆
寺

像
が

構
造、
技
法
的
に
は

鎌
倉
後
期
的
な
特
徴
を
有
し
な
が
ら、
そ
の
作
風
に
は
平
安
初
期
的
な
も

の
を
留
め
る
と
い
う
二
重
性
も
理
解
し
や
す
い。
「
修
複」
と
い
う
形
を

と
り
な
が
ら
新
造
さ
れ
た

像
は
旧
像
の
面
影
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
ろ
う
か
ら、
新
造
と
いっ
て
も
復
元

模刻
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が

望
ま
し
い。
修
理

前の
旧
像
の
状
態
が
虫
蝕
朽
損
で
ほ
と
ん
ど
カ
ス
テ
ラ

状
に
なっ
て
い
て
も

像
容
を

新
材
に

写
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る。
ま
た、

出奇山

一 （空 ） 一
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焼
損
で
消
し
炭
状
に
なっ
て
い
た
と
し
て
も

像
の
大
略
は

把
握
で
き
る。

錐
点
は

新
旧
両

像
の
同
位
置
に
印
さ
れ
て

計
測
等
の
基
準
点
と
なっ
た
で

あ
ろ
う
し、
も
し、
型
紙
が

使
用
さ
れ
た
と
し
た
ら
そ
の
支
持
点
と
なっ

た
で
あ
ろ
う。
た
だ
し、
旧
像
は

損
傷
欠
失
も
多
かっ
た
で
あ
ろ
う
か
ら

創
作
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
も
あ
り、
そ
れ
が
衣
文
等
の
や
や
暖
味

な
造
形
と
なっ
て
表
わ
れ
た
の
だ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
新
像
の
造
立
を
文
安
二
年
よ
り
古
い
時
期
と
考え、
こ
の

新
像
が

「
多
年
御
五
鉢
不
具」
す
な
わ
ち
永
年
の
聞
に

矧
ぎ
目
が
ゆ
る
ん

で
バ
ラ
バ
ラ
に
なっ
て
い
た
の
を
修
理
し
た
の
が
文
安
二
年
と
み
る
こ
と

も
で
き
る。
そ
の
場
合、

錐
点
の
年
代
も

新
像
の
造
立
年
代
ま
で
遡
る
こ

と
に
な
る
が、

構
造
的
な
特
徴
か
ら
み
て
そ
う
古
く
は
遡
れ
な
い。

は
時
に

模刻
作
業
で
の
転
写
法
と
し
て

利
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と

な
ど、
ま
だ
明
確
で
な
い
日
本
の
木彫
技
法
の
一

端
を
解
明
す
る
手
が
か

り
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う。

本
研

究
は
数
年
前

広
隆
寺
で
文
殊
像
を
直
接
拝
す
る
機
会
を
得
た
こ
と

に
始
ま
る。
の
ち
滑
瀧
智
弘
住
職
の
ご
厚
意
に
よ
り
調
査
が
実
現
し
た
が、

錐
点
の
解
読
は
容

易
で
な
く
報
告
を
出
し
兼
ね
て
い
たと
こ
ろ、
東
京
国

立
博
物

館
資
料
第二
室
長
田
中
義
恭
氏
の
紹
介
で
無

量
寺

像
を
修
理
さ
せ

て
い
た
だ
い
た。
そ
の
修
理
中
に

錐
点
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
本
稿
作
成

に
繋
がっ
た
の
で
あ
る。
清
瀧
住
職 、
田
中
室
長
に
は

特
に
感
謝
申
し
上

げ
る
次
第
で
あ
る。
ま
た、
高
蔵
寺
佐
藤
一
是
住
職
（稲
置
薬
師
堂
兼

務）、
東
京
芸
術
大
学
芸
術
資
料

館
福
田
徳
樹
氏、
蒲
郡
市
郷
土
資
料

館

小
笠
原
久
和
氏
な
ら
び
に
無

量
寺
松
山

孝
昌
住
職
に
も
お
世
話
に
なっ
た、

記
し
て
謝
意
を
表
す。
な
お
口
絵
写
真

2、
3
は
写
真
家
山
崎
兼
慈
氏
の

ご
好
意
に
よ
る。

一 （里） 一

さ
て、

川
i

MH
の
四

例
の
錐
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と、
建
長
六

年
の
稲
置
薬
師
堂

像
で
は
専
ら
下
図
の
固
定
法

（ま
た
は

材
内
部
へ
の
透

過）
と
し
て
用
い
ら
れ 、
造

像
比
例
法
的
意
味
は
無
い。
し
か
し、
広
隆

寺
像
で
は
造

像
比
例
を
示
す
錐
点
が
併
存
し
始
め、
遅
く
と
も
寛
永
三
年

に
は
無

量
寺

像
で
明
ら
か
な
よ
う
に
造

像
比
例
法
が
確
立
し
て
い
た。
さ

ら
に
享
保
九
年
の
東
京

芸
大

像
は
そ
の
発

展
し
た
姿
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る。
し
た
がっ
て、
以
上
四

例
で
見
る
か
ぎ
り、
造

像
比
例
法

の
成
立
は
文
安
二
年
頃

（広
隆
寺

像）
と
い
う
こ
と
に
な
る
が、
今
後
の

【
陸
回｝

調
査
に
よっ
て
は
さ
ら
に
遡
る
で
あ
ろ
う。
い
ず
れ
に
せ
よ、
錐
点
に
は

造
像
比
例
法
に

先
行
す
る
下
図
の
固
定

法
的
な
機
能
が
あ
る
こ
と、
そ
れ

註
伊
藤
要
太
郎
『
匠
明
五
巻
考』
（
鹿
島
出
版
会

昭
和
四
十
六
年）
に
よ

1 
れ
ば
完
備
し
た
木
割
書
と
し
て
は
慶
長
十
三
年
三
六
O
人）
の
『
匠
明』

が
あ
る
が 、
断
片
的
な
も
の
と
し
て
は
『
愚
子
見
記』
に
引
用
さ
れ
る
長

享
三
年
（一
四
八
九）
の
『
三
代
巻』
が
最
古 。



2 

川
l

同
は
実
査 。
同
は
筆
者
が
昭
和
六
0
年
度
に
解
体
修
理
し
た
際
錐

点
を
発
見
し
た 。
岡 、
村
は
財
団
法
人
美
術
院

に
よ
る 。
川
は
文
化
庁
調
査
官

松
永
忠
興
氏
の
ご
教
示

松
島
健
氏 、
同
技
官
副
島
弘
道
氏
の
ご

教一
不
に
よ
る 。

3 

早
川
彦
右
衛
門
『
新
訂
三
河
宝
飯
郡
誌』
（
愛
知
県
宝
飯
地
方
史
編
纂

昭
和
三
十
五
年）
に
よ
れ
ば 、

無
量
寺
は
天
暦
五
年
（
九
五
二

に
創
建
さ
れ 、
天
正
年
中
に一
時
寺
運
表
え
た
が 、
の
ち
復
興 。
し
か
し 、

委
員
会

寛
永
十
七
年
（一
六
四
O）

火
災
に
よ
り

焼
失
し
た 。

本
体
の
修
理
痕
か
ら
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
①
両
手
肘
よ
り
先
の
新
造 、

②
面
部
の
割
り
剥
ぎ
面
の
接
着
（
麦
漆
に
よ
る）
と
玉
限
の
調
節
（
当
て

紙
に
綿
を
追
加） 、

③
裳
先
の
新
造

（
①
は
竹
釘
に
よ
る 、
③
は
本
体
材
に
竹
釘
あ
る
が
裳
先
材
に
は
無
い） 、

⑤
各
矧
ぎ
目
の
粘
土
に
よ
る
化
粧
（
竹
釘
と
同
時
で
は
な
い）

等
が
あ
る 。

④
各
矧
ぎ
自
の
竹
釘
に
よ
る
補
強

こ
の
う
ち
両
手
を
失
う
よ
う
な
損
傷
①
は
寛
永
十
七
年
の
火
災
時
と
考
え

る
の
が
自
然
で 、

貞
享
二
年
に
光
背
と
と
も
に
新
造
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う 。

竹
釘
補
強
④
も
同
時
と
思
わ
れ
る 。
面
部
の
接
着
②
が
謬
で
な
く

粗
悪
な

麦
漆
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
寛
永
十
七
年
の
火
災
直
後 、
玉
眼
が
脱
落
す

る
な
ど
し
た
た
め 、
急
拠
面
部
を
割
っ
て
応
急
的
に
修
理
し
た
結
果
で
あ

之

ろ
う
か 。
こ
の
程
度
の
小
像
で 、
し
か
も
頭
部
が
前
後
二
材
の
も
の
で
は

隆

面
部
を
割
り
矧
ぐ
必
要
は
な
く 、

修
理
時
に
像
を
解
体
せ
ず
に
玉
眼
を
調

崎

整
す
る
た
め
に
割
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い 。
あ
る
い
は 、
明
治
頃
に
矧
ぎ

山

自
の
化
粧
修
理
⑤
が
行
わ
れ 、
こ
の
時
玉
眼
の
調
節
②
が
行
わ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る 。
問
題
は
本
体
が
寛
永
三
年
の
台
座
と
同
質
か
ど
う
か
で
あ

る
が 、

台
座
は
彩
色 、
本
体
は
素
地
古
色
で
あ
る
こ
と 、
本
体
の
材
が
や

や
古
い
よ
う
に
見え
る
な
ど
異
質
に
も
感
じ
ら
れ
る
等
の
点
か
ら
像
の
制

作
年
代
を
寛
永
三
年
以
前
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る 。

4 

小
泉
袈
裟
勝
『
歴
史
の
中
の
単
位』
総
会
科
学
出
版

昭
和
四
十
九
年

同

『
も
の
さ
し』
法
政
大
学
出
版
部

昭
和
五
十
二
年

同

『
単
位
の
起
源
事
典』

東
京
書
籍

昭
和
五
十
七
年

5 

田
中
圭
水

『
本
朝
大
偽
師
正
統
系
園
遊
末
流』
（
美
術
研
究
第一
号

の
序
文
に
一
棟
手
半
の
働
師
所
用
尺
の
伝
来
の
こ
と
が
記

昭
和
十一
年）

さ
れ
て
い
る 。

水
野
敬
三
郎
『
仏
師
康
助
資
料』
（
美
術
研
究
第
二
O
六
号

昭
和
三
十

四
年）

に
は
『
覚
鵡
紗』

中
の
「
御
身一
様
手
半
事」
に
つ
い
て
記
す 。

そ
れ
に
よ
れ
ば
「一
操
者 。
：
：
：

五
寸

手
半
者
彼
半
也 。」
で
あ
る
か
ら

一
様
手
半
は
七
寸
五
分
と
な
る 。

6 

望
月
信
成
『
広
隆
寺』
（
山
本
湖
舟
写
真
工
芸
部

昭
和
三
十
八
年）

の
解
説
で
は
「
平
安
初
期
か
ら
中
期
に
わ
た
る
過
渡
期
頃
の
も
の」
と
考

え
て
い
る 。
し
か
し 、

構
造
に
つ
い
て
「
桧
材
の
一
木
彫
成
像」
と
み
る

な
ど
十
分
な
調
査
に
よ
る
結
論
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る 。

7 

本
像
の
よ
う
に
像
底
を
上
げ
底
式
に
し
た
も
の
は
運
慶
に
始
ま
る
と
考

え
ら
れ 、

構
造
的
な
強
さ
の
ほ
か
納
入
品
の
納
置
に
役
立
つ
と
い
う 。
（
西

川
杏
太
郎
『一
木
造
と
寄
木
造』
至
文
堂

昭
和
五
十
人
年）

8 

長
谷
川
誠
『
六
大
寺
大
観』

第
十
三
巻

岩
波
書
店

唐
招
提
寺
二

－ （望） 一



仏像の造像比例法一一錐点 について

昭
和
四
十
七
年
「
講
堂
弥
動
加
来
坐
像」
解
説

不
動

髪
際 、

唇
下 、
両
耳
孔 、
頭
部
両
側
（
耳
上）

9 

旧
像
の
断
片
を
修
理
時
に
使
用
せ
ず
像
内
に
納
入
す
る
例
と
し
て
は
東

寺
講
堂
帝
釈
天
坐
像 、
新
薬
師
寺
地
蔵
菩
薩
立
像
な
ど
が
あ
る 。
前
者
は

各
点
の
す
法
は
不
明
だ
が
写
真
に
よ
っ
て
推
定
す
る
と
髪
際
i

唇
点
は

火
災
で
焼
損
し
た
旧
持
物
の
人
頭
杖
の
頭
部
を
納
入
し
た
も
の
で
（
田
辺

坐
像
で
は
髪
際
高
の
五
分
の
一

、
立
像
で
は
十
分
の
一
で
あ
る 。
ま
た
釈

迦、
地
蔵
の
膝
張
は
髪
際
高
と
ほ
f

等
し
く 、

弥
勤
の
主
材
幅
は
髪
際
i

一
郎
助
『
日
本
彫
刻
基
礎
資
料
集
成』
重
要
作
品
篇

中
央
公
論
美
術

唇
点
の
二
倍
で
あ
る 。
細
部
で
は
臆
の
高
き
が
髪
際
1

唇
点
の
半
分
で
あ

出
版

昭
和
四
十
八
年）

貴
重
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
修
理
困
難
な
断
片

る
な
ど 、

各
錐
点
の
配
置
に
は
光
雲
乙
法
的
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
見
え

の
扱
い
方
の
一
例
を
示
す 。
後
者
は
も
と
も
と
奥
福
寺
僧
実
尊
に
な
ぞ
ら

え
ぞ
造
立
さ
れ
た
裸
形
の
地
蔵
で
あ
っ
た
が 、
の
ち
体
部
周
囲
に
木
材
を

貼
付
し
て
着
衣
像
と
さ
れ
た 。
そ
の
際
両
手 、

両
足
先 、

両
耳
の
断
片
等

が
像
内
に
納
め
ら
れ 、
面
部
も一
部
改
造
さ
れ
た 。
（
副
島
弘
道
ほ
か
『
新

る 。
中
尊
弥
勤
像
に
は
永
仁
六
年
（一
二
九
八）
の
銘
が
あ
り 、
錐
点
の

造
像
比
例
法
的
使
用
例
と
し
て
今
の
と
こ
ろ
最
古
の
作
例
と
い
え
る 。
今

後
の
調
査
報
告
に
期
待
し
た
い 。

一 （ 圏） ー

東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
紀
要

第
二
十一
号

各
断
片
は
使
用
不
可
能
な
状
態
で
は

な
く 、

特
殊
な
事
情
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ 、

遺
棄
す
る
に
忍
ぴ
ず
像
内
に

納
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う 。
（
各
断
片
は
い
わ
ば
実
尊
の
肉
身
の一
部
で
あ

薬
師
寺
地
蔵
菩
薩
像
修
理
研
究
報
告』

昭
和
六
十一
年）

り 、
像
は
彼
の
個
性
を
排
除
す
る
こ
と
で
真
の
仏
像
に
な
り

得
た
と
も
考

え
ら
れ
る）

10 

副
島
弘
道
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば 、
本
山
慾
恩
寺
弥
動
五
噂
の
う
ち
四

像
に
左
記
の
よ
う
な
錐
点
が
あ
る 。

髪
際 、
唇
中
心 、
両
眼
瞳 、
頭
部
両
側
（
宝
冠
際） 、
両
耳
孔 、

両
肩
上
面 、
胸
上
（
右） 、
両
胸
脇

髪
際 、
両
耳
孔

弥
勅

釈
迦

地
蔵

髪
際 、
両
耳
孔 、
頭
部
両
側
（
耳
上）


